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冒頭、ファシリテーターの川崎哲・ピースボート共同代表より、「国連サミットの成果に関する一つの大きな問題として軍縮・不拡散の章が全面削除されてしまったことがある。先の核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議の決裂から引き続く課題である。この失敗をどう総括し、どう克服していくかをこの分科会の主要課題としたい」旨の趣旨説明があった。分科会は、前半に核兵器をはじめとする大量破壊兵器の軍縮・不拡散問題を取りあげ、後半に小型武器・通常兵器問題を取りあげた。

【前半：核兵器・大量破壊兵器の軍縮・不拡散】

最初に芹澤清・外務省軍備管理軍縮課長より以下のような趣旨の発題があった。

· 前回のパブリックフォーラムの際（２００５年８月）には成果文書の草案が手元にあり、その中には軍縮・不拡散も入っていた。しかし、その後、核兵器をはじめとする大量破壊兵器の軍縮・不拡散が成果文書にまったく入らないという最悪の結果になってしまった。

· こうした事態を招いた要因の一つは米国政府の考え方である。不拡散を重視する米国政府は、妥協してまで文書を合意させるという意思に欠けていた。

· 一方、その対局に非同盟諸国があった。これらの諸国は、軍縮を重視して、ときとして不拡散を軽視する姿勢もみられた。その他、日本を初めとする西側諸国は軍縮と不拡散のバランスを重視する姿勢をとったほか、ＮＰＴ未加盟のインド・パキスタン・イスラエルは、ＮＰＴに言及すること自体に反対した。こうした国家グループのスタンスの違いがある中で、全会一致ルールのサミットで妥協して何かを作ることが難しい環境にあった。

· こうした情勢の中、日本は第６０回国連総会における核軍縮決議案の中で、被爆６０周年という危機意識を踏まえ、これまでよりも若干強めの表現を用いた。結果、過去最大の支持を得た。新アジェンダ連合（ＮＡＣ）が初めて賛成に回り、核兵器国の中では英仏が賛成、中国が棄権、ロシアが欠席（実質は賛成であった）、反対派米国とインドという結果であった。日本政府としては、こうした粘り強い努力を今後も継続していく所存である。

続いて梅林宏道・ピースデポ代表から、次のような発題があった。

· 今後の課題として重要なことは、多国間プロセス・国連プロセスの権威の回復である。日本には国際社会の中での被爆国としての道徳的権威がある。しかし、日本政府にはその十分な自覚が感じられない。

· ピースデポでは、ＮＰＴ再検討会議２０００年合意に基づいて、「１３＋２」項目の軍縮措置の履行に関する日本政府の努力について４年間成績表を付けてきた。個々の課題においては努力が認められた。

· しかし、それを全体として無効化する動きが目立った。例えば、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の検証能力強化に努力している日本政府が、イラク問題に関して、ＩＡＥＡや国連の査察が成功しつつあるさなかにそのプロセスを放棄して武力行使を支持してしまったことである。日本は、多国間プロセスの権威回復・強化を目指すという骨太のスタンスを堅持すべきであった。

· 多国間プロセスの権威回復と強化のために日本政府は次のような政策を検討・実施すべきである。(1) ジュネーブ軍縮会議（ＣＤ）の停滞が続く中で、国連総会第一委員会に特別委員会を設置するという６カ国イニシアティブを支持すること。(2) ＮＧＯの呼びかけによる「第６条フォーラム」の中で日本が核軍縮に役立つような分科会を一つ主導すること。(3) 北東アジア非核兵器地帯を推進すること。日本・韓国・北朝鮮の３非核兵器国に対して米国・中国・ロシアの３核兵器国が核攻撃をしないと保証する「３＋３」モデル条約を提唱している。

　以上２つの発題に基づき、以下のような質疑および議論がなされた。

· 国連サミットが合意に至らなかった背景の一つにＩＡＥＡのエルバラダイ構想があるのではないか。エルバラダイ構想が六ヶ所村再処理工場の問題に言及しているのではないか、との質問が出た。これに対し外務省は、エルバラダイ氏は六ヶ所村再処理工場の問題には何ら言及していないと答えた。

· 北東アジア非核兵器地帯を実現するために日本政府としてどのような政策を実施していこうとしているのか、との質問が出た。これに対して外務省は、非核兵器地帯は一般論としては良いものだが、まずはそれが実現可能となるような環境を整備する必要がある。北東アジアは信頼醸成のきわめて初期段階にある。６者協議や日朝・日中の２国間協議の積み重ねが必要である、と応じた。これに対して、信頼醸成措置も大事であるが、まず非核兵器地帯設置の方向に向かうと宣言することがより大事であり、それこそが信頼醸成のステップになるとの意見が出た。また、米国が非核兵器国による消極的安全保障（ＮＳＡ）を曖昧にしているのが問題であり、日本政府として米国に対してＮＳＡ提供を積極的に働きかけていくべきであるとの指摘があった。

· 米国に対して核兵器を使用しないようにという強いメッセージを出すべきではないか、という意見が出た。この点をめぐる意見交換の中で、米国が通常兵器に対して核兵器使用をするというドクトリンを有しているのかどうかについて、外務省とＮＧＯの間に認識の相違がみられた。

· ６カ国イニシアティブをめぐる意見交換がなされた。外務省は、６カ国が模索した新しい枠組みについては実効性に疑問が残る。安全保障は、何かが投票で決まったからといってそれを押し付けることが難しい領域であり、同じ考えの国だけが集まって何か決めても実行力がない場合も多い、と指摘した。これに対して、６カ国イニシアティブに対して米国が反対したことが大きな影響を与えたように、核兵器国の賛同がなければ核軍縮が進まないのは現実である。しかし、核兵器国がイエスと言わざるを得なくなるような環境を作るリーダーシップを日本が発揮すべきである、との意見が出た。

· 今年は核兵器使用の違法性に関する国際司法裁判所（ＩＣＪ）勧告的意見から１０周年にあたる。ＮＰＴ第６条のDisarmamentは「軍縮」に止まらず「軍備撤廃」の意味を持つことを認識すべきである。平和市長会議は２０２０年までの核兵器廃絶を唱えている。核兵器廃絶に向けた一層の努力が必要である、との意見が出た。

· 劣化ウラン問題に関して核兵器と同様に国連が取り扱うべきではないか、との意見が出た。これに対して外務省は、劣化ウランについては科学的影響を見極めるべきであると応じた。

· 日本政府は毎年の国連決議以外の「次の一手」を考えるべきではないか、との問題提起があった。これに対して外務省は、政府としても国連決議だけで十分であると思ってはいないが、いい格好だけしていてもしょうがない。実効性あることを地道にやっていく必要があり、少しずつ事態は前進しているとの見解を述べた。これに対して、人権分野での条約外交をみていても日本政府の消極姿勢が見受けられる。日本政府は、軍縮分野においても国際社会をリードするようなメッセージを積極的に出していってほしいとの期待が表明された。また、第４回国連軍縮特別総会を開くように日本政府が努力すべきであるとの意見も出された。

最後にファシリテーターが次のようにまとめた。軍縮外交にはメッセージ性と実効性の両面が必要であり、日本政府の核軍縮外交についてはメッセージ性が弱いとの指摘がＮＧＯからの共通の声として出された。この点を政府は真剣に考えてほしい。一方、日本政府が実効性を重視した地道な外交努力を重ねていることも事実であり、ＮＧＯ・市民はこの点をよく知る必要がある。この両面を踏まえた上で、現在の行き詰まりを打開するような政策を政府とＮＧＯ・市民が共同で考えていく必要がある。

【後半：小型武器・通常兵器】

ファシリテーターより、小型武器・通常兵器の問題は開発や人間の安全保障とも深く関わる問題であり、その連関も意識しながら議論を進めたいとの提案があった。

その上でオックスファム・ジャパンの夏木碧氏より次のような発題があった。

· 武器規制キャンペーン(Control Arms)は２００３年１０月に開始された。すべての通常兵器（小型武器＋重兵器）が対象となる。武器貿易条約（ＡＴＴ）の交渉と締結を求めている。国家によって許可された武器移転であっても、国際法上合法とは限らない。国内法・国際法両方を守らせることが目的である。４３カ国がすでにその内容に賛同を表明している。２００１年国連小型武器行動計画にもその内容が盛り込まれている。

· 日本はすでに「ベスト・プラクティス・ガイドライン」に合意している。しかし、日本政府の武器供給面に関する取り組みは弱い。２００６年国連小型武器再検討会議で議論をリードし、ＡＴＴ交渉を始められるよう努力すべきである。１月にその準備会合があったが、日本政府は武器移転の議論については代表団すら出席させていなかった。

　これに対して芹澤課長から、日本は武器輸出をしないという原則をもつ国であり、この問題に消極的というわけではない。上記会合への代表団の欠席は人的資源の不足によるものであるとのコメントがあった。

　引き続いて、以下のような質疑応答および議論がなされた。

· 日本の工作機械が輸出先で軍事転用されるようなケースは、ＡＴＴによる規制対象に含まれるのか、との質問が出た。これに対してNGOは、それは対象外であると答えた。これについて、一般論として通常兵器の汎用品まで規制するのは困難であるとの指摘が出た。

· 日本政府による武器輸出三原則の緩和問題について議論がなされた。外務省内では、軍縮の視点のみならず、日本の安全保障の関連も踏まえ、総合外交政策局において論議されているとの説明があった。また、日本の武器輸出三原則では世界の水準に比べると非常に高いものであり、日本は外交舞台において説得力ある立場にあるので、それを生かすべきである、との意見が出た。また、武器規制キャンペーンを進める国際ＮＧＯとしては世界共通の最低基準を作ることが主眼であることから、日本の三原則緩和問題自体を取りあげることは難しいとの指摘も出た。

· 軍縮外交に関する他省庁および外務省省内の他部局との関連について議論がなされた。軍縮に関する政府と市民との政策対話を進める上で他省庁・他部局との積極的な交流が必要ではないか。武器などのハード面だけでなく、開発や人権などソフト面も考慮に入れるべきである、等の意見が出された。外務省においては、軍縮に関連する部局として、総合外交政策局の安全保障政策課や、北米局の日米安全保障条約課、さらにはそれぞれの地域課等があり、それぞれの立場からの調整を重ねて総合的に政府としての政策が形成されているとの説明があった。

　最後にファシリテーターが、外務省の中で軍縮に充てられている資源が少ないのではないかと思われる。ＮＧＯ・市民が軍縮関連部局の資源拡充を求めていくべきであるし、ＮＧＯ・市民としてのサポートも行うべきであると指摘した。また、次回以降パブリックフォーラムでの軍縮分科会の論議を有意義に進めていくには、軍備管理軍縮課以外からも積極的な参加を求めていく必要があるとの提起があった。とりわけ総合外交政策局の安全保障政策課に関しては、本日の議論にも関連する話題が多く出ていたことから、次回の分科会に参加を要請すべきであるとファシリテーターが指摘し、外務省は実現に向け努力したいと応じた。

（まとめ・国連改革を考えるＮＧＯ連絡会）
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